
推進小項目

【関係課】 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21

◎ → → → →

△ ◎
既存施設に係る維持補修計画を作成する。 Ｈ18年度実施

財政課

歳出総額に占める投資的経費の割合を、Ｈ22年度
までに15％程度に抑える。

 Ｈ17年度：22.7％

Ｈ17年度実施

Ｈ22年度15％程
度 財政課

17

投資的経費の
縮減

(1)
歳出総額に占め
る投資的経費の
割合の設定

【財政課】 (2)
公共施設維持管
理計画の作成

取組項目
年度別計画

集中改革プラン（平成17年度～21年度）

担当課名

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施   →:継続実施）

数値目標等取組項目の概要番号

◆投資的経費

　投資的経費とは、道路建設や区画整理事業など将来にわたる資産形成のための工事費や用地取得費などのことです。今後は、歳入に見合った
歳出を基本とし、歳出構造の抜本的な見直しを図るため、とりわけ投資的経費である普通建設事業費については、財政の安定化が図られるよう
新規事業、継続事業とも抑制、延伸、休止などを行い事業費の縮減や起債の抑制を図っていきます。

◆投資的経費

　投資的経費とは、道路建設や区画整理事業など将来にわたる資産形成のための工事費や用地取得費などのことです。本市の平成17年度の歳出
総額に占める投資的経費の割合は22.7％と県内の市と比較して大変高い割合となっています。今後は、歳入に見合った歳出を基本とし、歳出構
造の抜本的な見直しを図るため、投資的経費のうち、とりわけ普通建設事業費については、新規事業、継続事業とも抑制、延伸、休止などを行
い事業費の縮減や起債の抑制を図っていきます。
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推進小項目

【関係課】 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21

◎ → → → →

番号

起債の抑制

 【財政課】
18

集中改革プラン（平成17年度～21年度）

担当課名

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施   →:継続実施）

財政課

数値目標等
年度別計画

Ｈ22年度末
一般会計市債残
高
　210億円程度(1)

市債発行の抑制
による市債残高
の縮減

後年度の歳出を硬直化させないため、新規借入を
極力抑制し、市債残高を計画的に縮減する。

取組項目の概要取組項目

◆起債

　 起債とは、地方自治体が、道路や施設の建設などによる歳入不足を補うため、政府や民間の金融機関などから資金を借入れることです。本市の平成17
年度末の市債残高（借金）は210億円程度となっていますが、今後も大型の建設事業を実施すればさらに増加することになります。起債は後年度に大きな
財政負担となるため、建設事業の抑制・延伸、休止等を行うことで新たな起債を抑制し、市債残高を縮減することを目指しながらも、平成17年度末の市債残
高を超えることのないよう抑制します。
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推進小項目

【関係課】 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21

△ △ △ ◎ →

△ ◎ → → →

 

福祉課
市民課
学校教育課
財政課

Ｈ20年度実施

Ｈ18年度から継
続的に実施

福祉課

市単独事業について効果や必要性の検証を行い、
所得制限の設定や自立支援サービスへの転換を図
る等の改善を行う。

取組項目の概要

市単独事業の見
直し

19

扶助費の見直
し

(1)

【福祉課】
【市民課】
【学校教育課】
【財政課】

(2)
地域福祉計画の
推進

地域住民相互の「助け合い」や地域と行政との協
働による福祉活動の推進のために実施する施策を
定めた地域福祉計画をＨ17年度に策定し、計画に
基づき施策を推進する。

年度別計画

集中改革プラン（平成17年度～21年度）

担当課名

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施   →:継続実施）

数値目標等番号 取組項目

◆扶助費

　扶助費とは、社会保障制度の一環として、児童、老人、生活困窮者を援助するための経費です。
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推進小項目

【関係課】 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21

◎ → → → →
公益性、事業効果、適格性等の観点から補助金の
交付基準を策定し、交付基準に合致するよう補助
金の見直しを実施する。 財政課

Ｈ17年度から継
続的に実施

番号

補助金等の見
直し

 【財政課】

(1) 補助金の見直し20

年度別計画

集中改革プラン（平成17年度～21年度）

担当課名

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施   →:継続実施）

数値目標等取組項目の概要取組項目

◆補助金

　菊川市では、平成17年度当初予算において、167件、約10億円の補助金を交付しています。これらの補助金については、これまで見直しが行われないま
ま補助が長期化する傾向がありました。このため、補助が既得権化し公平性が失われているとともに、現在の社会情勢に合わない制度が存続しています。
そして、交付される団体も補助金への依存度を強め、自らの力で運営を行う姿勢が希薄になっています。
　このため、補助金の交付基準を策定し、公益性、必需性、事業の効果、団体の適格性、補助金支出の適格性、補助期間等の観点から、真に補助すべき
事業に補助金の交付を行うよう見直していきます。
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推進小項目

【関係課】 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21

集中改革プラン（平成17年度～21年度）

担当課名

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施   →:継続実施）

数値目標等番号
年度別計画

取組項目の概要取組項目

菊川市下水道事業中期経営計画による。

(1) 水道事業

菊川市下水道事
業中期経営計画
による。

都市計画課

菊川市下水道事業中期経営計画による。

菊川市水道事業中期経営計画による。

菊川市立総合病院中期経営計画による。

菊川市水道事業中期経営計画による。

菊川市立総合病院中期経営計画による。

21 (2) 病院事業

(3) 下水道事業
【水道課】
【病院総務課】
【都市計画課】

地方公営企業
の経営健全化

菊川市立総合病
院中期経営計画
による。

病院総務課

水道課

菊川市水道事業
中期経営計画に
よる。

◆地方公営企業
　
　地方公営企業とは、県や市町村といった地方公共団体が経営する企業で、地方公共団体と同様に公共の福祉の増進を目的としていますが、事業に必
要な経費については、税金ではなく、原則として受益者からの料金収入によってまかなわれる仕組みになっています。
　菊川市では、水道事業、病院事業、下水道事業の３つの地方公営企業があります。取組内容については、それぞれの中期経営計画（公営企業版の集中
改革プラン）をご覧ください。
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推進小項目

【関係課】 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21

△ ◎ → → →

環境推進課
(有)菊川生活環
境センターの監
査機能の強化

(有)菊川生活環境センターの監査機能の強化を図
るため、株主として監査権を行使するとともに、
外部監査を導入するよう指導監督を行う。

業務内容：し尿処理、浄化槽清掃、浄化槽点検等
出資額：6,450千円
出資割合：86％

Ｈ1８年度実施

(1)

番号

外郭団体の経
営健全化(第
三セクターを
含む）

【環境推進課】

22

年度別計画

集中改革プラン（平成17年度～21年度）

担当課名

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施   →:継続実施）

数値目標等取組項目の概要取組項目

◆第三セクター

　第三セクターとは、地方公共団体（第一セクター）と民間事業者（第ニセクター）との共同出資
で設立された法人のことです。
　菊川市には、(有)菊川生活環境センターがあります。
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推進小項目

【関係課】 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21

△ ◎ → → →

◎ → → → →

◎ → → → →

◎ → → →

◎ →

Ｈ18年度実施 △ ◎ → → →
財政効果額
（百万円）

財政効果額
（百万円）

財政効果額
（百万円）

Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 ▲10 ▲13 ▲14

912人 961人 988人 1,014人 1,092人  ▲37百万円
－ 961人 959 978人 1,048人

集中改革プラン（平成17年度～21年度）

担当課名数値目標等番号 取組項目の概要
年度別計画

取組項目

要介護2～5の認定者数（上段は自然体、下段は介護予防後）

介護予防事業を実施することにより、要介護２から５の認定者
数を抑制する。

介護保険事業計画、高齢者保健福祉計画の策定を
行う。

【市民課】
【健康増進課】
【税務課】

23

(6)
介護予防事業の
実施

(5)
第４期介護保険
事業計画の策定

特別会計の健
全化・経営基
盤の強化

重複受診・頻回受診者への訪問指導、健康相談等
の実施による適正な受診を促進する。

保健事業の実施

第３期介護保険
事業計画の策定
(4)

Ｈ17年度から継続
実施 市民課

収納率の向上に向けた徴収対策を実施する。
（保険証の更新時における滞納者を対象とした
　納税相談の実施）

介護保険事業計画、高齢者保健福祉計画の策定を
行う。

市民課
税務課

Ｈ18年度から継続
実施

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施   →:継続実施）

(3)
国民健康保険税
の収納率の向上

(1)

(2)
医療費適正化推
進事業の実施

レセプト点検の充実、第三者行為等の調査による
医療費の適正化をさらに推進する。

H21
　現年度94.00％
　滞納繰越分19.00％
  （国民健康保険）

市民課
健康増進課

市民課

Ｈ17年度策定

市民課

市民課
Ｈ20年度策定

◆特別会計：特定の事業を行う場合又は特定の収入で事業を行う場合に、経理を他の会計と区別する必要があるため、法律や条令に基づいて設置しているものです。本市で
は、国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、介護保険特別会計などがあります。
◆レセプト：診療報酬明細書の通称で、保険医療機関等が患者の診療を行ったときの医療費を自治体などに請求する書類のことです。
◆第三者行為：主に交通事故や障害事件など第三者（加害者）から受けた傷病のことをいいます。第三者行為による傷病の医療費は、原則として加害者の負担となりますが、
弁償が不十分な場合や遅延している場合、国民健康保険で治療を受けることができます。この場合、保険者は加害者の代わりに一時的に治療費を立替えて支払うこととな
り、後日加害者にその立替え分を請求します。
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推進小項目

【関係課】 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21

△ △ ◎ → →

△ ◎ → → →

◎ → → → →

98.42% 98.42% 98.44% 98.46% 98.47% 現年分

12.03% 12.57% 12.57% 12.57% 12.57% 滞繰分

増収分
（現年）
７百万円

増収分
（現年）
5百万円

増収分
（現年）
7百万円

増収分
（現年）
８百万円

増収分
（現年）
9百万円

担当課名

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施   →:継続実施）

数値目標等

集中改革プラン（平成17年度～21年度）

年度別計画
取組項目の概要取組項目

税務課

平成19年度実施

(1)
夜間等の収納機
会の拡大

夜間の窓口収納方法や、収納した現金の取扱い等につ
いて、他の使用料との調整をとりながら実施する。

税務課

24

番号

【税務課】

市税等の収納
率の向上

(3) 徴収率の向上

職員一斉滞納整理及び管理職による滞納整理の実施
電話催促の実施
滞納処分
滞納者実態調査を行い滞納処分（差押・徴収・執行停
止・欠損等）の取扱いを整理し個別案件別に即した処
理を計画的に実施する。

徴収率をＨ21年
度に98.47％（現
年分）にする。

増収分（現年分）

　36百万円

税務課

Ｈ18年度実施

(2)
納税意識向上の
PR

小中学生による税に関する作品展
税カレンダーの作成及び配布
小中学生に対する租税教室の実施
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推進小項目

【関係課】 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21

△ △ △ ◎

△ △ △ ◎

△ △ ◎ → →
(1)、(2)以外の
市有地の有効活
用

文化会館アエル第２駐車場及びひがし保育園跡地
を除く市有地について、要綱・要領に基づき各市
有地の活用方針を決定し、貸付・売却等による市
有地の有効利用を図る。

施設管理課

Ｈ19年度から順
次実施

番号

(3)

25

市有財産等の
有効活用

(1)

【施設管理課】 (2)

集中改革プラン（平成17年度～21年度）

担当課名

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施   →:継続実施）

数値目標等取組項目の概要
年度別計画

取組項目

文化会館アエル
第２駐車場の貸
付、売却

文化会館アエル第２駐車場の貸付、売却等を行
う。

ひがし保育園跡
地の売却

ひがし保育園跡地の売却を行う。

Ｈ21年度実施

施設管理課

Ｈ21年度実施

施設管理課

◆市有財産の有効利用

　菊川市が保有している未利用地の内、今後、有効活用が可能と考えられる土地は、約58ヘク
タールあります。これらの土地については、個別に検討を行い、貸付や売却等による有効利用
を図っていきます。
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推進小項目

【関係課】 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21

△ ◎ △ △

番号

使用料・手数
料等の市民負
担の定期的な
見直し

【施設管理課】
  【市民課】
【健康増進課】

26

集中改革プラン（平成17年度～21年度）

担当課名

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施   →:継続実施）

施設管理課
市民課
健康増進課

数値目標等
年度別計画

(1)
使用料・手数料
等の見直し

サービスコスト、受益者負担割合、利用者区分、
減免対象範囲等について検討した上で使用料・手
数料等の見直しを行う。

Ｈ19年度から３
年ごとに定期的
に実施

取組項目の概要取組項目
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推進小項目

【関係課】 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21

△ △ △ ◎ →

△ △ ◎ → →

集中改革プラン（平成17年度～21年度）

担当課名

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施   →:継続実施）

数値目標等
年度別計画

番号

新たな工業団
地の造成と企
業誘致の促進

商工観光課
企画政策課
財政課

27

【商工観光課】
【企画政策課】
  【財政課】

(2)

(1)

商工観光課
企画政策課
財政課

Ｈ22年度に用地
の完売

Ｈ21年度までに
造成完了

企業誘致
（用地売却）

造成を行う工業用地をＨ19年度から営業を開始
し、Ｈ22年度までに売却完了を目指す。

取組項目の概要

工業団地の造成

Ｈ17年度:適地選定作業を開始
Ｈ18年度:適地の選定。造成計画策定及び農工
　　　　 地区指定手続き
Ｈ19年度:造成設計及び用地取得
Ｈ20年度:造成開始
Ｈ21年度:造成完了

取組項目

◆新たな工業団地の造成と企業誘致の促進

　平成17年4月1日現在、市内には工業団地が５か所、約180ヘクタールの敷地の中に、73社
が操業しています。今後も新たな工業団地の造成を行うとともに、積極的な企業誘致により、
市内の経済活動を活性化させるとともに、市税の増収を目指します。

　菊川市の製造品出荷額（平成16年）：2,274億円

30



推進小項目

【関係課】 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21

△ △ △ △ △

集中改革プラン（平成17年度～21年度）

担当課名

（年度別計画　　△:検討･調査･協議･方針決定･準備　　◎:実施   →:継続実施）

数値目標等番号
年度別計画

取組項目の概要取組項目
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平成22年度課税

（平成21年度ま
でに課税に向け
た準備を実施）

税務課
都市計画課
環境推進課
財政課

新たな税源の
確保

　【税務課】
【都市計画課】
【環境推進課】
  【財政課】

(1)
都市計画税の均
一課税

旧菊川町で課税していた都市計画税について、課
税区域や税率を決定し、課税する。

◆都市計画税

　都市計画税とは、土地区画整理事業等、都市計画事業に要する費用にあてるために目的
税として土地、家屋に課税されるものです。
　菊川市では、旧菊川町の都市計画区域内の用途地域を対象として課税しています。
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